
一
頁 

○
端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
総
務
省
令
第
十
五
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

新
旧
対
照
表 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 

 

（
対
象
と
す
る
端
末
機
器
） 

第
三
条 

法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
種
類
の
端
末
設
備
の
機
器

は
、
次
の
端
末
機
器
と
す
る
。 

一 

ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
（
電
話
用
設
備
（
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気

通
信
回
線
設
備
で
あ
っ
て
、
主
と
し
て
音
声
の
伝
送
交
換
を
目
的
と
す
る
電
気
通

信
役
務
の
用
に
供
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
端
末
設
備
又

は
自
営
電
気
通
信
設
備
を
接
続
す
る
点
に
お
い
て
ア
ナ
ロ
グ
信
号
を
入
出
力
と

す
る
も
の
を
い
う
。
）
又
は
移
動
電
話
用
設
備
（
電
話
用
設
備
で
あ
っ
て
、
端
末

設
備
又
は
自
営
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
お
い
て
電
波
を
使
用
す
る
も
の
を

い
う
。
）
に
接
続
さ
れ
る
電
話
機
、
構
内
交
換
設
備
、
ボ
タ
ン
電
話
装
置
、
変
復

調
装
置
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
そ
の
他
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
端
末
機
器 

二 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
（
電
話
用
設
備
（
電
気
通
信
番
号

規
則
（
平
成
九
年
郵
政
省
令
第
八
十
二
号
）
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

電
気
通
信
番
号
を
用
い
て
提
供
す
る
音
声
伝
送
役
務
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限

る
。
）
で
あ
っ
て
、
端
末
設
備
又
は
自
営
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
お
い
て
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
を
使
用
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
接
続
さ
れ
る
電
話

機
、
構
内
交
換
設
備
、
ボ
タ
ン
電
話
装
置
、
符
号
変
換
装
置
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

プ
ロ
ト
コ
ル
と
音
声
信
号
を
相
互
に
符
号
変
換
す
る
装
置
を
い
う
。）
、
フ
ァ
ク
シ

ミ
リ
そ
の
他
呼
の
制
御
を
行
う
端
末
機
器 

三 

無
線
呼
出
用
設
備
（
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
で
あ

っ
て
、
無
線
に
よ
っ
て
利
用
者
に
対
す
る
呼
出
し
（
こ
れ
に
付
随
す
る
通
報
を
含

 

（
対
象
と
す
る
端
末
機
器
） 

第
三
条 

法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
種
類
の
端
末
設
備
の
機
器

は
、
次
の
端
末
機
器
と
す
る
。 

一 

電
話
用
設
備
（
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
で
あ
っ

て
、
主
と
し
て
音
声
の
伝
送
交
換
を
目
的
と
す
る
電
気
通
信
役
務
の
用
に
供
す
る

も
の
を
い
う
。）
に
接
続
さ
れ
る
電
話
機
、
構
内
交
換
設
備
、
ボ
タ
ン
電
話
装
置
、

変
復
調
装
置
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
そ
の
他
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
端
末
機
器 

    

【
新
設
】 

       

二 

無
線
呼
出
用
設
備
（
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
で
あ

っ
て
、
無
線
に
よ
っ
て
利
用
者
に
対
す
る
呼
出
し
（
こ
れ
に
付
随
す
る
通
報
を
含



二
頁 

む
。
）
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
電
気
通
信
役
務
の
用
に
供
す
る
も
の
を
い

う
。
）
に
接
続
さ
れ
る
端
末
機
器 

四 
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
（
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
回
線

設
備
で
あ
っ
て
、
主
と
し
て
六
四
キ
ロ
ビ
ッ
ト
毎
秒
を
単
位
と
す
る
デ
ジ
タ
ル
信

号
の
伝
送
速
度
に
よ
り
符
号
、
音
声
そ
の
他
の
音
響
又
は
影
像
を
統
合
し
て
伝
送

交
換
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
電
気
通
信
役
務
の
用
に
供
す
る
も
の
を
い
う
。
）

に
接
続
さ
れ
る
端
末
機
器 

五 

専
用
通
信
回
線
設
備
（
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
で

あ
っ
て
、
特
定
の
利
用
者
に
当
該
設
備
を
専
用
さ
せ
る
電
気
通
信
役
務
の
用
に
供

す
る
も
の
を
い
う
。
）
又
は
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
伝
送
用
設
備
（
電
気
通
信
事
業
の

用
に
供
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
で
あ
っ
て
、
デ
ジ
タ
ル
方
式
に
よ
り
専
ら
符
号

又
は
影
像
の
伝
送
交
換
を
目
的
と
す
る
電
気
通
信
役
務
の
用
に
供
す
る
も
の
を

い
う
。
）
に
接
続
さ
れ
る
端
末
機
器 

２ 

（
略
） 

 

む
。
）
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
電
気
通
信
役
務
の
用
に
供
す
る
も
の
を
い

う
。
）
に
接
続
さ
れ
る
端
末
機
器 

三 

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
（
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
回
線

設
備
で
あ
っ
て
、
主
と
し
て
六
四
キ
ロ
ビ
ッ
ト
毎
秒
を
単
位
と
す
る
デ
ジ
タ
ル
信

号
の
伝
送
速
度
に
よ
り
符
号
、
音
声
そ
の
他
の
音
響
又
は
影
像
を
統
合
し
て
伝
送

交
換
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
電
気
通
信
役
務
の
用
に
供
す
る
も
の
を
い
う
。
）

に
接
続
さ
れ
る
端
末
機
器 

四 

専
用
通
信
回
線
設
備
（
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
で

あ
っ
て
、
特
定
の
利
用
者
に
当
該
設
備
を
専
用
さ
せ
る
電
気
通
信
役
務
の
用
に
供

す
る
も
の
を
い
う
。
）
又
は
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
伝
送
用
設
備
（
電
気
通
信
事
業
の

用
に
供
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
で
あ
っ
て
、
デ
ジ
タ
ル
方
式
に
よ
り
専
ら
符
号

又
は
影
像
の
伝
送
交
換
を
目
的
と
す
る
電
気
通
信
役
務
の
用
に
供
す
る
も
の
を

い
う
。
）
に
接
続
さ
れ
る
端
末
機
器 

２ 

（
同
上
） 

 

様
式
第
７
号
 
（
第
1
0
条
、
第
2
2
条
、
第
2
9
条
及
び
第
3
8
条
関
係
）
 

（
略
）
 

端
末
機
器
の
種
類
 

記
号
 

一
 

ア
ナ

ロ
グ

電
話

用
設

備
又

は
移

動
電

話
用

設
備

に
接

続
さ

れ
る

端

末
機
器
 

Ａ
 

二
 

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
プ

ロ
ト

コ
ル

電
話

用
設

備
に

接
続

さ
れ

る
端

末

機
器
 

Ｅ
 

三
 
無
線
呼

出
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
端
末
機
器
 

Ｂ
 

四
 
総
合
デ

ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
端
末
機
器
 

Ｃ
 

様
式
第
７
号
 
（
第
1
0
条
、
第
2
2
条
、
第
2
9
条
及
び
第
3
8
条
関
係
）
 

（
同
上
）
 

端
末
機
器
の
種
類
 

記
号
 

一
 
電
話
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
端
末
機
器
 

 

Ａ
 

  

 

二
 
無
線
呼
出
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
端
末
機
器
 

Ｂ
 

三
 
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
端
末
機
器
 

Ｃ
 



三
頁 

  
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
付
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認
定
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第

一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
端
末
機
器
に
係
る
表
示
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認
定
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
端
末
機
器
に
係
る
法

第
五
十
三
条
の
端
末
機
器
技
術
基
準
適
合
認
定
若
し
く
は
法
第
五
十
六
条
の
設
計
認
証
の
求
め
の
審
査
又
は
法
第
六
十
三
条
の
技
術
基
準
適
合
自
己
確
認
の
届
出
に
つ
い
て

は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
新
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
旧
規
則
第
三
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
端
末
機
器
に

係
る
規
定
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
端
末
機
器
に
付
す
る
表
示
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

五
 

専
用

通
信

回
線

設
備

又
は

デ
ジ

タ
ル

デ
ー

タ
伝

送
用

設
備

に
接

続

さ
れ
る
端
末
機
器
 

Ｄ
 

 
 

四
 

専
用

通
信

回
線

設
備

又
は

デ
ジ

タ
ル

デ
ー

タ
伝

送
用

設
備

に
接

続

さ
れ
る
端
末
機
器
 

Ｄ
 

 


